
第１２号議案  

 

   東京都台東区立観光バス駐車場条例  

    

上記の議案を提出する。  

 

  平成２９年２月１３日  

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由）  

この案は、観光バス駐車場の設置、管理及び使用について必要

な事項を定めるため提出します。  



東京都台東区立観光バス駐車場条例 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、道路交通の円滑化を図り、もって区民の生

活環境の向上に資するため、東京都台東区立観光バス駐車場（以

下「駐車場」という。)を設置し、その管理及び使用について必

要な事項を定めることを目的とする。 

（名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都台東区立台東区民会館駐車場  東京都台東区花川戸二丁目６番５号  

東京都台東区立今戸駐車場 東京都台東区今戸二丁目２６番１３号  

東京都台東区立清川駐車場 東京都台東区清川二丁目２４番２６号  

（駐車場を使用できる自動車の種類） 

第３条 駐車場を使用できる自動車（道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車をいう。

以下同じ。）は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３

条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業において使

用する自動車（以下「観光バス」という。）とする。ただし、東

京都台東区長（以下「区長」という。）が観光バスの駐車に支障

がないと認めるときは、観光バス以外の自動車（以下「乗用車」

という。）を駐車させることができる。 

（休業日等） 

第４条 駐車場は、休業日を設けない。ただし、区長が工事その

他の理由により必要があると認めるときは、臨時に休業日を設

け、又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することがで

きる。 



（供用時間等） 

第５条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後１２時までとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、

同項の供用時間を変更することができる。 

３ 第１項の供用時間内において、入車又は出車することができ

る時間は、台東区規則（以下「規則」という。）で定める。 

（使用の手続等） 

第６条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところに

より申請し、区長の承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の承認を行う際に、駐車場の管理上必要な条件

を付すことができる。 

（使用料） 

第７条 駐車場の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において規

則で定める額とする。 

２ 前条第１項の規定により駐車場の使用の承認を受けた者（以

下「使用者」という。）は、前項の使用料を前納しなければなら

ない。ただし、区長が別に納期を定めるときは、この限りでな

い。 

３ 区長は、特別の理由があると認めるときは、第１項の使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第８条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理

由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することが

できる。 



（使用の権利の譲渡等の禁止） 

第９条 使用者は、駐車場の使用の権利を譲渡し、又は転貸して

はならない。 

（駐車場の使用の拒否） 

第１０条 区長は、観光バス及び乗用車（以下「観光バス等」と

いう。）が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用

を拒否することができる。 

 (１) 駐車場の構造上駐車することができないとき。 

 (２) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。 

 (３) 前２号のほか、区長が駐車場の管理上支障があると認め

るとき。 

（禁止行為等） 

第１１条 使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしては

ならない。 

 (１) 他の観光バス等の駐車を妨げること。 

 (２) 駐車場の施設若しくは付属設備又は駐車中の観光バス等

を汚損又は毀損すること。 

 (３) 前２号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼし、又は及ぼ

すおそれのある行為をすること。 

２ 区長は、前項の規定に違反した者に対し、行為の中止その他

危険を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずること

ができる。 

（使用承認の取消し等） 

第１２条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、第６条第１項の規定による使用の承認を取り消し、又は駐



車場の使用を制限することができる。 

 (１) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は

区長の指示に従わないとき。 

 (２) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 

 (３) 第６条第２項に規定する条件に違反したとき。 

 (４) 災害その他の事故により駐車場の使用ができなくなった

とき。 

 (５) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めるとき。 

（損害賠償） 

第１３条 使用者は、駐車場の施設又は付属設備に損害を与えた

ときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その

額を減額し、又は免除することができる。 

（割増金） 

第１４条 区長は、使用者が詐欺その他不正の行為により使用料

の納付を免れた場合は、納付を免れた額の２倍に相当する額の

割増金を徴収することができる。 

（誘導員の配置） 

第１５条 区長は、駐車場に、観光バス等が安全に入車又は出車

するための誘導を行う誘導員を置く。 

（委 任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 



（使用の手続等に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、付則第４項の規定による改正前の

東京都台東区立台東区民会館条例（昭和４４年７月台東区条例

第１８号）及び付則第５項の規定による改正前の東京都台東区

立浅草文化観光センター条例（昭和６０年３月台東区条例第４

号）（以下これらを「旧条例」という。）の規定により区長が行

った処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規

定により区長になされている申請その他の行為は、この条例の

相当規定により区長が行った処分その他の行為又は区長になさ

れている申請その他の行為とみなす。 

（使用料に関する経過措置） 

３ 第７条の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の使用に

係る使用料について適用する。 

（東京都台東区立台東区民会館条例の一部改正） 

４ 東京都台東区立台東区民会館条例の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第２号を削り、同条第３号中「前２号」を「前号」に

改め、同号を同条第２号とする。 

 第４条第１号中「（駐車場を除く。）」を削る。 

 第５条第１項ただし書を削る。 

 別表駐車場の項を削り、同表備考６及び７を削る。 

（東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正） 

５ 東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第３項を削る。 



 第３条第２号中「並びに浅草文化観光センター今戸駐車場（以

下「今戸駐車場」という。）及び浅草文化観光センター清川駐車

場（以下「清川駐車場」という。）」を削る。 

 第６条中「又は今戸駐車場若しくは清川駐車場」を削る。 

 別表（１）の部中「（１） 会議室」を「会議室」に改め、同

表（２）の部及び（３）の部を削る。 

別表（第７条関係） 

車両区分 使用区分 使用料 

観光バス 昼間 駐車時間 30 分につき 800 円 

夜間 1 夜につき 1,600 円 

乗用車 昼間 駐車時間 30 分につき 200 円 

夜間 1 夜につき 800 円 

 備考 

  １ 昼間及び夜間の時間帯は、規則で定める。 

  ２ ３０分に満たない駐車時間は、これを３０分とする。 


